
「特区出前コンサルタント派遣」について 
 

平成 15年 10月 3日 
内閣官房構造改革特区推進室 

 
１．趣旨 

「やりたいことが規制のせいで進まない」、「だけど、いきなり特区提案と言われても

どうしたらよいかわからない」などの悩みをお持ちの地方公共団体や民間事業者の皆様

の声にお応えして、特区提案その他の事項について、お気軽にご相談いただけるメール

窓口を開設します。 

また、ご要望に応じて、必要があれば、特区室の担当者（出前コンサルタント）を現

地に派遣しますので、ご相談ください。 

 

２．実施内容 

・ホームページの「ご意見・ご質問の募集」を利用して、次の項目を記入の上、お寄

せください。 

①タイトルを「簡単メール相談」としてください。 

②相談者の団体名又は氏名・所属・連絡先（電話番号、住所） 

③具体的な相談内容 

④出前コンサルタント派遣の要望の有無 

 ・ご相談には、特区室より、少なくともメールにて対応いたします。場合により、電

話にて問い合わせさせていただくことがあります。 

 


